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Ⅰ 消防を取り巻く環境

１ 災害の多様化・複雑化・大規模化

火災件数は減少しているものの、多数の死傷者等を伴う火災や特異な火災

が発生しているほか、地球温暖化の進行に伴う大雨の頻度の増加や台風の影

響による大規模な風水害、更には東日本大震災等最大震度６以上の地震が発

生し、甚大な被害を及ぼすなど、災害は多様化・複雑化・大規模化している。

２ 社会の変化

本県の高齢化率は、令和２２年に４２．２％（２．５人に１人）になると

推計されており、高齢化社会の進展に伴い、救急自動車の出動件数が増加す

ると考えらえる。

また、本県消防職員のうち、いわゆる若手（４０歳未満）職員の全体に占

める割合は約６割となっている。

さらに、消防団員については、女性消防団員は増加しているものの、全体

では平成３１年４月１日現在で、平成２１年４月１日現在と比べると約８％

（２，８３３名）減少している。

Ⅱ 消防学校の教育訓練指針

１ 策定の目的等

近年の消防を取り巻く環境の変化を踏まえると、今後益々「地域の安全・

安心の担い手である消防本部・署（所）及び消防団の充実・強化」が求めら

れると考えられ、この期待に応えていくためには、消防職員及び消防団員

（以下「消防職員等」という。）の災害対応能力や予防査察業務能力を向上

させるとともに、基本的な対応が円滑に行える救急隊員の適正配置等をして

いくことが必要である。

このため、福島県消防学校における中期的視点で目指す教育訓練の方向性

を「教育訓練指針」として策定する。

なお、教育訓練指針における目指すべき消防職員等は、次のとおりとする。

● 高度で専門的な知識・技術を持つ職員（団員）

● 自ら考え、行動できる職員（団員）

● 住民に信頼される職員（団員）
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２ 位置付け

教育訓練指針は、消防学校における教育訓練の目指すべき姿を明確にし、

福島県消防学校教育訓練規則（昭和４１年４月１日県規則第２１号）第７条

の規定に基づく学校教育実施計画（以下「教育実施計画」という。）策定の

際の基本的な方向性を示すものとして位置付ける。

３ 期間

令和３年度から令和７年度（達成状況の検証や総括の結果、見直しが必要

な場合は、適宜見直しを行う。）

４ 効果検証

本校が実施する教育訓練で「何を身につけさせることができたか。」につ

いて把握し、その評価結果を教育訓練の指導やカリキュラムにおける重点教

育等内容の改善に役立てるため、ＰＤＣＡサイクルによる効果検証を行う。

●社会インフラの老朽化等

●人口減少・高齢化の進行

●各地で地震発生 ●災害に対する意識

●消防資機材の不足等

●働き方改革の推進

　●高度で専門的な知識・技術をもつ職員（団員）

　●自ら考え、行動できる職員（団員）

　●住民に信頼される職員（団員）

現状と課題に対応した目指すべき消防職員・消防団員像

求められる消防体制

地域の安全・安心の担い手である消防本部・署（所）及び消防団の充実・強化

目指すべき消防職員・消防団員像

災害 社会

●多数の死傷者等を伴う火災や特異な火災の発生

●風水害の大規模化(被害の甚大化・広域化）

（高齢化の進展による救急需要の増大）
●大雨（警報発表の目安1時間雨量50mm以上）
　 発生回数の増加

●消防職員の若年化（経験不足（火災の減少））

●消防団員の減少

●火山噴火の懸念
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５ 教育訓練の目指すべき姿（方針）

(1) 消防職員

ア 災害対応能力や予防査察業務能力の向上を図るための教育訓練の充実

基本的な技術の習得や安全管理はもちろんのこと、先端消防訓練シス

テムを活用した実践的な訓練、ＮＢＣをはじめとした特殊災害における

部隊活動訓練、近年発生の災害事象を踏まえた図上訓練やシミュレーシ

ョン訓練、隊長の指揮能力の向上等のさらなる充実を図り、災害対応能

力を養うための教育訓練を目指す。

イ 救急隊員及び救急救命士の養成

「救急隊員及び准救急隊員の行う応急措置等の基準（昭和５３年７月１

日消防庁告示第２号）」第６条に規定する応急処置について現場で円滑に

実施できるように教育するとともに、救急救命士養成所入所前の事前教

育を行う等、救急隊員や救急救命士の確保に向けた教育訓練を目指す。

ウ 消防職員幹部教育の充実

消防士長及び消防司令補に期待されている、切迫する大規模災害等へ

の対応、安全管理対策、コンプライアンス等、より高い実践的能力及び

実務能力の知識習得に向けた教育訓練を目指す。

(2) 消防団員

消防団全体の災害対応能力の強化を図るため、市町村に対する教育の必

要性の周知や学校における入校のしやすさ等を検討し、各科・課程への入

校は勿論のこと、各分団に幹部教育指揮幹部科現場指揮課程及び指揮幹部

科分団指揮課程の２つの課程を修了した指揮幹部科修了者を配置できるよ

う対象者の入校促進を図る。

さらに、女性消防団員の活躍拡大を図るため、女性消防団員に対する教

育科を設け、教育訓練を受講しやすいように工夫するなど、対象者の入校

促進を図る。

Ⅲ 各教育科・課程の方向性

１ 各教育科・課程の目標及び教育訓練の内容・カリキュラム等
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（１）消防職員

教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

初任教育 消防職員として、 １ 公務員としての服務義務を理解し、職務意欲が旺盛で、住民の信 実務教育（消防用設備、査察、
初めて任用された者 頼を得られること。 建築、安全管理、特殊災害と
に対して、消防活動 ２ 警防隊員として基本的な安全管理についてを理解し、自らの安全 保険、火災防ぎょ、火災調査、
技術や防火・防災に を確保し、災害現場では、隊長の下命に基づく基本的な活動ができ 防災、救急、消防機械・ポン
関する基本的かつ基 ること。 プ）、実科訓練（訓練礼式、消
礎的な知識と技術は ３ 消防業務全般についての概要を理解していること。 防活動訓練、救助訓練、機器
もちろんのこと、強 ４ 住民からの一般的な質問に応答できること。 取扱訓練、消防活動、体育）
靱な気力や体力づく
り、社会人としての
豊かな人格を形成さ
せるための教育訓練 ・実 日 数：１１４日
を行う。 ・単位時間数：８００時間

警防科 災害現場等において １ 警防行政の現状及び課題を理解していること。 防災、警防対策、消防戦術と

警防活動をする隊員 ２ 防災関係法令に関する専門的知識及び災害対策に関する最新の知 安全管理、図上訓練、実技訓

（基本は指揮業務を 識を豊富に有していること。 練、事例研究、健康管理

担う者）に対し、幅 ３ 各種災害事象に対する基本的消防戦術を理解し、災害現場におい

広く専門的な知識及 て部隊を適切かつ効果的に指揮できること。

専 び技術の習得させる ４ 心身の健康管理に積極的に取り組めること。

ための教育訓練を行 ・実 日 数：１０日

う。 ・単位時間数：７０時間

特殊災害科 特殊災害現場にお １ 安全、適切かつ効果的な消防活動に必要な特殊物質に関する専門 特殊災害の概論、危険性物質

いて特殊活動をする 的知識を豊富に有していること。 等に係る基礎的知識及び関係

指揮を行う者に対 ２ 特殊かつ異様な災害への対応を含め、災害の態様に応じた的確な 法令、特殊災害に対する消防

科 し、危険物質等に係 消防活動要領を理解していること。 活動と安全、図上訓練

る基礎的知識や各種 ３ 災害現場において、隊員の安全管理を優先して、適切かつ効果的

災害活動要領などの な消防戦術を指揮できること。

専門的な知識・技術

を習得させるための ・実 日 数：９日

教 教育訓練を行う。 ・単位時間数：４９時間

予防査察科 予防査察に必要な １ 査察行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行 予防査察行政の現状と課題、
査察着眼点や危険物 できること。 消防同意、査察、危険物規制、
規制、違反処理など ２ 防火管理、建築規制、危険物規制及び消防用設備等に係る専門的 違反処理、査察実習、事例研
基礎的、専門的な知 知識を豊富に有しており、査察要領を習得していること。 究

育 識・技術を習得させ ３ 違反処理に係る専門的知識を修得し、違反対象物の関係者（当該
るための教育訓練を 違反対象物の管理について権原を有するものを含む。）に対して是 ・実 日 数：１０日
行う。 正を指導できること。 ・単位時間数：７０時間

危険物科 危険物の施設での １ 危険物行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執 危険物行政の現状と課題、危

災害時の対処方法や 行できること。 険物化学、危険物規制、事例

許認可に係る基準、 ２ 危険物化学、指定可燃物及び液化石油ガス等に関して、災害対策 研究

違反処理など、基礎 上必要な化学的特性等に係る専門的知識を豊富に有していること。

的、専門的な知識・ ３ 危険物施設に対して許認可等の規制を的確に行い、違反を適切に

技術を習得させるた 処理できること。

めの教育訓練を行 ・実 日 数：５日

う。 ・単位時間数：３５時間

火災調査科 原因調査の内容、 １ 火災調査業務に係る制度を理解し、与えられた権限を正しく執行 原因調査関係、原因調査、損

進め方、原因調査要 できること。 害調査、鑑定、調査実習、調

領や鑑定要領等、基 ２ 原因調査、損害調査及び鑑定等に係る専門的知識を豊富に有して 査書類、事例研究

礎的、専門的な知識 おり、的確な判断能力を備えていること。

・技術を習得させる ３ 文書実務に係る知識を豊富に有しており、技能を十分に発揮でき

ための教育訓練を行 ること。 ・実 日 数：１０日

う。 ・単位時間数：７０時間

救急科 消防法施行令第４ １ 救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。 救急業務及び救急医学の基礎、

４条第５項第２号 ２ 応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する知識を有 応急処置の総論、病態別応急

（救急業務に関する しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えてい 処置、特殊病態別応急処置、

教育（総務省令で定 ること。 実習

める）課程）及び施 ３ 応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。 ・実 日 数：３６日

行規則第５１条の規 ４ 救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。 ・単位時間数：２５０時間

定に基づく教育を修 ※その他講習として、JPTEC
了させるための教育 等の講習を実施する場合があ

訓練を行う。 る。

救助科 消防組織法第４条 １ 厳しい条件の下において救助活動を遂行し得る旺盛な士気及び強 安全管理、災害救助対策、救

第２項第１６号の規 靱な身体を有していること。 急、救助器具取扱訓練、救助

定に基づく告示「救 ２ 救助活動に係る最新の専門的知識を豊富に有しており、専門的で 訓練、山岳救助訓練、総合訓
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教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

助活動に関する基 高度な技能及び技術を備え、これらを活用した応用力を十分に発揮 練、体育

準」第６条第１項の できること。

教育訓練の基準に規 ３ 救助活動及び救助訓練において自らの安全を確保できること。

定する救助科を修了

させるための教育訓 ・実 日 数：２０日

練を行う。 ・単位時間数：１４０時間

幹部教育 主として消防司令 １ 初級幹部としての責任及び立場を正しく認識していること。 訓練礼式、消防時事、消防財

初級幹部科 補（消防士長の階級 ２ 初級幹部として消防行政の動向を理解していること。 政、人事業務管理、安全管理、

にある者であって部 ３ 上司を補佐し、部下を指導できること。 現場指揮、事例研究

隊または係の長であ ４ 事故及び障害の発生時に、迅速な初動対応ができること。

る者を含む。）に求 ５ 災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する

められる業務管理能 安全管理と的確な下命を行えること。

力や消防部隊（小隊

単位）の指揮などを

習得させるための教 ・実 日 数：１０日

育訓練を行う。 ・単位時間数：７０時間

放射線基礎 東日本大震災時発 １ 放射線に対する正しい知識を有していること。 放射線の基礎、消防活動の基

研修 生した原子力災害の ２ 現場活動時における防護の要領及び活動時の注意事項等、基本的 礎、高線量下における消防活

影響により、高濃度 な活動技術が身に付いていること。 動の留意事項、消防活動訓練

の放射線量が残る現

場での活動を考慮し

特 た防護の基礎と活動

要領等について、専

門的な知識・技術を

習得させるための教 ・実 日 数：１日

育訓練を行う。 ・単位時間数：６時間

惨事ストレ 大規模災害時等、 １ 惨事ストレスに対する症状を理解していること。 惨事ストレス、メンタルヘル

別 ス対策講習 極めて悲惨な現場で ２ 惨事ストレスに対する対処方法を理解していること。 ス、傾聴、グループミーティ

の活動により生じる ング

惨事ストレスに対す

る理解と対処方法を

習得させるための教 ・実 日 数：２日

教 育訓練を行う。 ・単位時間数：１１時間

機関科 火災現場や災害現 １ 緊急自動車の運行に係る関係法令を理解し、緊急自動車運行の心 緊急自動車運行管理、操縦、

場への急行時におけ 構えができていること。 消防ポンプ・ポンプ運用、点

る接触事故等を防止 ２ 緊急自動車の運行に当たって、道路や交通の状況に応じて、細か 検整備、事例研究

するほか、火災現場 な配慮や技能を身につけていること。

育 や災害現場における ３ 緊急走行時における交通事故の初期対応の能力を身につけている

消火活動を円滑に行 こと。 。

うため、緊急自動車 ４ ポンプ車のポンプの操作と運用について理解していること。

及び消防車両（「緊 ５ ポンプ車の点検要領（故障と対策）について理解していること。

急自動車」という。）

運転技術の向上、ポ

ンプ運用や機器のト

ラブル時における対

応等に関する教育訓 ・実 日 数：５日

練を行う。 ・単位時間数：３５時間

水難救助科 水中という特殊環境 １ 水難救助活動において、救助活動を遂行し得る旺盛な士気及び 潜水学、機器取扱、応用訓練

下での潜水救助活動 強靱な身体を有していること。

において、的確な判 ２ 水難救助装備に精通し、専門的な技能及び技術を備え、これらを

断とその対応ができ 活用した応用力を十分に発揮できること。

るよう専門知識と技 ３ 水難救助活動において、自らの安全を確保できること。

術を習得させる教育 ・実 日 数：８日

訓練を行う。 ・単位時間数：５６時間

はしご車運 はしご自動車の取 １ はしご車の基本理論及び特殊装置の構造を理解していること。 安全管理、取り扱いの基本理

用科 扱いに関する高度な ２ はしご車の運用に関する安全管理、点検整備及び故障対策を理解 論と特殊装置の構造、基本取

知識を身につけ、安 していること。 扱訓練、応用取扱訓練、点検

全で円滑な運用技術 ３ はしご車の安全かつ迅速な取扱操作ができること。 整備、故障と対策

を習得させる教育訓 ・実 日 数：３日

練を行う。 ・単位時間数：２１時間

指揮隊長科 指揮隊長として求 １ 指揮隊長としての立場を正しく認識していること。 指揮理論、無線運用要領、図

められる災害現場に ２ 指揮隊長として、無線速報、隊員への簡潔な指示、上級指揮者へ 上訓練（現場指揮）、現場指揮
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教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

おける的確な指揮を の報告など基本の型を身につけていること。 上訓練（現場指揮）、現場指揮

行うために必要な知 訓練、多数傷病者対応（MCLS）
識・技術の習得させ

る教育訓練を行う。 ・実 日 数：５日

・単位時間数：３５時間

ポンプ操法 消防団員の消防技 １ 消防操法実施要領を理解し、消防操法の指導ができること。 訓練礼式、実施要領、審査要

指導員科 術の向上を図るため ２ 消防操法審査要領を理解し、消防操法の審査ができること。 領、大会運営要領

に開催されるポンプ

操法大会におけるポ

ンプ操法大会実施要

領に定めた行動の適

切な指導及びポンプ

操法大会審査要領に

規定してある審査に

ついて的確に審査が

できる指導者を養成

するための教育訓練 ・実 日 数：７日

を行う。 ・単位時間数：４８時間

通信指令科 救急指令に求めら １ 通報者に対する接遇能力を有していること。 管制実務教育、医学的基礎、

れる通信指令員の知 ２ 幅広い医学知識を有していること。 実習

識・技術を向上させ ３ 緊急度判定のための知見を有していること。

るための教育訓練を ４ 口頭指導のための技術を有していること。 ・実 日 数：２日

行う。 ・単位時間数：１４時間

救 急 科 救急科を修了し、 １ 救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。 解剖生理の基礎等、観察等、
（再教育） 修了後数年経過した ２ 応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する知識を有 応急処置、特定行 準備、小隊

者、再度救急業務に しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えてい 訓練
携わる救急隊員に対 ること。
し、救急に関する技 ３ 応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。
術を維持するための ４ 救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。 ・実 日 数：８日
教育訓練を行う。 ・単位時間数：５２時間

救急救命士 救急業務に関する １ 救急救命士養成所入所の心構えができていること。 解剖生理・学科試験、シミュ
教育科 講習を修了し５年又 ２ 救急救命士養成所入所後、必要な基礎的解剖生理、病態生理、症 レーション、実技試験
（養成補助）は２０００時間以上 状の理解ができていること。

救急業務に従事した
者が、国家試験の受
験資格を取得するた
めに入所する救急救
命士養成所」におけ
る授業の理解を容易
にするための事前の ・実 日 数：５日
教育訓練を行う。 ・単位時間数：３４時間

救急救命士 心肺機能停止前の １ 救急現場において血糖測定、ブドウ糖溶液の投与の適応を適切に 基本的手技、シミュレーショ
処置拡大講 重度傷病者に対する 判断する能力を身につけていること。 ン、資機材整備
習（再教育）静脈路確保及び輸液 ２ 救急現場においてショックの病態などを鑑別し、心肺機能停止前
（静脈路確 並びに低血糖発作症 の静脈路確保及び輸液の適応を適切に判断する能力を身につけてい
保） 例等へのブドウ糖溶 ること。

。 液の実施に係る認定 ３ 血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与、静脈路確保及び輸液をプロ
書を交付された救急 トコールに基づき的確かつ安全に施行する能力を身につけているこ
救命士に対し、その と。
技術を維持するため ４ 血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与、静脈路確保及び輸液に伴う
の教育訓練を行う。 危険因子、合併症を認識し、トラブル発生時に責任をもって適切に

対処できる能力を身につけていること。
５ 血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与、静脈路確保及び輸液は、メ
ディカルコントロール下で行われることを認識し、医師との円滑な
コミュニケーションにより適切に指導助言を受けられる能力を身に
つけていること。

６ 血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与、静脈路確保及び輸液の実施
について、医療倫理の側面から適切に説明し、傷病者等から信頼が ・実 日 数：２日
得られる能力を身につけていること。 ・単位時間数：１２時間

救急救命士 ビデオ硬性挿管用 １ 救急現場において、病態に応じた適切な気道確保法を選択できる シミュレーション
処置拡大講 喉頭鏡を用いた気管 能力を身につけていること。
習（再教育）挿管が実施できる救 ２ 気道確保法としてのビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管法
（ビデオ喉 急救命士として認定 を的確かつ安全に施行する能力を身につけていること。
頭鏡） 書を交付された救急 ３ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管に伴う危険因子を認識

救命士に対し、その し、事故発生時に適切に対処できる能力を身につけていること。
技術を維持するため ４ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管は、メディカルコント
の教育訓練を行う。 ロール下で行われることを認識し、責任をもって行動できる能力を ・実 日 数：１日

身につけていること。 ・単位時間数：６時間
新任救急隊 救急隊長として求 １ 指導者・評価者として、救急業務及び救急医学に関する知識を有 解剖生理学の基礎等、観察等、
長科 められる救急隊の管 していること。 応急処置、特定行為準備、小
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教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

理や傷病者の管理、 ２ 指導者・評価者として、適切な観察等ができること。 隊訓練
病院 交渉、医師へ ３ 指導者・評価者として、応急処置時における的確な観察及び判断
の引継ぎ、接遇(イ 能力を備えていること。
ンフォームドコンセ ４ 特定行為の実施に当たり、その準備が的確かつ速やかにできるこ
ント）、安全 管理 と。
・危機管理などのス ５ 救急資機材の取扱いについて精通していること。
キルを向上させるた ６ 指導者・評価者としての責任及び立場を正しく認識しているこ
めの教育訓練を行 と。
う。 ７ 上司を補佐し、救急隊員に指導できること。

８ 災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する
安全管理と的確な下命を行えること。

９ 災害現場において、他隊と円滑に連携するスキルを有しているこ ・実 日 数：８日
と。 ・単位時間数：５２時間

上級職員科 消防士長の階級にあ １ 消防士長としての責任及び立場を正しく認識していること。 訓練礼式、消防時事、人事事

る者に求められる業 ２ 消防士長として消防行政の動向を理解していること。 業務管理、安全管理、現場指

務管理能力や消防部 ３ 上司を補佐し、部下を指導できること。。 揮

隊（小隊単位）の指 ４ 事故及び障害の発生時に、迅速な初動体制をとることができるこ

揮などを習得させる と。

ための教育訓練を行 ５ 災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する ・実 日 数：５日

う。 安全管理と的確な下命を行えること。 ・単位時間数：３５時間

（２）消防団員

教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

基礎教育 消防団員として任 １ 地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消 基礎教育Ⅰ（組織制度、火災
用後、経験が短い（概 防対策に必要な地域特性を理解していること。 防ぎょ、安全管理）
ね３年未満）者に対 ２ 災害現場では自ら安全を確保しながら、下命に基づく現場活動を ・実 日 数：１日
して、組織制度や火 遂行できること。 ・単位時間数：７時間
災防御ぎょ、安全管
理等、消防活動に必 基礎教育Ⅱ（訓練礼式、ポン
要な基礎的な知識・ プ操法、救急救助）
技術を習得させる教 ・実 日 数：１日
育訓練を行う。 ・単位時間数：７時間

警防科 消防団員として３ １ 火災防ぎょ活動に関する専門的知識及び行動原則並びに各種災害 火災防ぎょ、防災、安全管理、
年以上の経験を有す 事象における消防団の役割及び活動内容を理解していること。 事例研究
る者に対し、火災防 ２ 災害現場において中核的な活動を遂行できること。

専 ぎょや安全管理な
ど、災害現場におけ
る消防活動に必要な
専門的知識や技術を

科 習得させるための教 ・実 日 数：２日
育訓練を行う。 ・単位時間数：１２時間

機関科 消防団員として１ １ 道理交通法関係法令及びポンプ工学に関する専門的知識を有する 道路交通関係法令、緊急走行
年以上の経験を有 こと。 要領、ポンプ運用、

教 し、消防車両の運行 ２ 消防自動車を迅速かつ的確に運行できること。
に従事する予定の者
に対し、道路交通法
や緊急走行、ポンプ

育 運用など、消防車両
の運行に必要な専門
的知識や技術を習得
させるための教育訓 ・実 日 数：２日
練を行う。 ・単位時間数：１２時間

初級幹部科 消防団の班長の階 １ 消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規 訓練礼式、現場指揮、防災、
級にある者に対し、 律、災害活動要領及び安全管理を深く理解していること。 防災指導要領、安全管理
消防財政や人事業務 ２ 地域住民に対して防災指導を行えること。
管理、安全管理、現

幹 場指揮など、消防団
の運営に必要な専門

部 的知識や技術を習得
させるための教育訓 ・実 日 数：２日

教 練を行う。 ・単位時間数：１２時間
現場指 火災防ぎょや救助 １ 災害時における現場指揮者としての職責を自覚し、現場指揮及び 現場指揮・安全管理、火災防

育 指 揮課程 ・救命、避難誘導な 安全管理の知識及び技術を有していること。 ぎょ訓練、水災活動訓練、救
揮 ど災害現場における ２ 大規模災害時において、現場指揮者として、火災防ぎょ、水災活 助・救命訓練、避難誘導訓練、
幹 部隊活動を実施する 動、救助救命、避難誘導及び情報収集・伝達に係る的確な現場指揮 災害情報収集・伝達訓練、地
部 ために必要な専門的 及び安全管理の知識及び技術を有すること並びに自主防災組織等に 域防災指導訓練
科 知識や技術を習得さ 対して防災指導を行えること。

せるための教育訓練 ・実 日 数：２日
を行う。 ・単位時間数：１４時間



- 8 -

教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

分団指 消防団の管理運営 １ 分団の指揮者としての職責を自覚し、消防団の管理運営及び活性 組織制度・安全管理、訓練礼

揮課程 や活性化、災害現場 化に資する広い知識を有していること。 式、防災、災害対策図上訓練、

における分団の管理 ２ 各種災害発生時における分団の管理運営及び効果的な現場活動の 事例研究

運営を適切に実施す 在り方を深く理解していること。

るために必要な専門

的知識や技術を習得

させるための教育訓 ・実 日 数：２日

練を行う。 ・単位時間数：１０時間

消防団における訓 １ 訓練礼式の基準を理解していること。 訓練礼式、部隊訓練

特 訓練礼式指 練礼式の指導者とな ２ 他の団員に対して、訓練礼式の指導ができること。

別 導員科 るための、必要な知

教 識・技術を習得させ

育 るための教育訓練を ・実 日 数：２日

行う。 ・単位時間数：１２時間

ポンプ操法 消防団員の消防操 １ 消防操法実施要領に定めた各番員の行動を正しく説明できるこ 指導要領、実施要領、審査要
指導員科 法技術の向上を図る と。 領、大会運営要領

ため、消防操法実施 ２ 自らが各番の行動が展示でき、規律や節度、敏捷性、士気、安全
要領に定めた行動を 性等について適切な指導ができること。
適切に指導できる指
導者を養成するため ・実 日 数：２日
の教育訓練を行う。 ・単位時間数：１２時間

ラッパ吹奏 消防団員の規律維 １ ラッパ吹奏の基本を理解すること。 訓練礼式、音楽理論、ラ
科 持及び志気の高揚を ２ 基本的なラッパの吹奏ができること。 ッパ吹奏実技

図るため、消防団の
式典及行事における
ラッパ吹奏の基本な
どの技術を習得させ
るための教育訓練を ・実 日 数：２日
行う。 ・単位時間数：１２時間

女性消防団 女性消防団員を採 １ 訓練礼式において、基本の姿勢や行進等の基本的な行動ができる 訓練礼式、消防組織制度、予
員科 用する消防団は全都 こと。 防広報、救急救護、軽可搬ポ

道府県に浸透してお ２ 予防広報の意義を理解し、地域住民に対しての広報要領を習得す ンプ操法
り、活躍が期待され ること。
ている中、訓練礼式、３ 消火器、屋内消火栓等の操作要領を習得し、地域住民に対しての
予防広報・防火指導 指導要領を習得すること。
能力の向上や、消火
に関する技術を習得
させるための教育訓 ・実 日 数：２日
練を行う。 ・単位時間数：１２時間

ドローン講 将来的にドローン １ 基礎的なドローンの操作要領を習得すること。 基本法令等、操縦技能

習 部隊等の導入を考え ２ ドローンに関する法令等を理解すること。

ている消防団に対し

て、ドローンの基礎

的な操作要領やドロ

ーンに関する法令な

ど、基礎的な知識・

技術を修得させるた

めの教育訓練を行 ・実 日 数：１日

う。 ・単位時間数：６時間

オフロード 将来的に自動二輪 １ 自動二輪車での的確な緊急走行要領を習得すること。 基本法令等、操縦技能

バイク講習 車部隊等の導入を考 ２ 道路交通法関係法令に関する知識をを有すること。

えている消防団に対

して、緊急走行要領

や運転技術など、基

礎的な知識・技術を

修得させるための教 ・実 日 数：１日

育訓練を行う。 ・単位時間数：６時間
救助用資器 消防団の災害対応 １ 救助用資器材の取扱要領を習得すること。 講義、実科訓練
材取扱技術 能力の向上等を図る ２ 救助用資器材の点検、整備要領を習得すること。
講習 ため、救助用資器材 ３ 救助用資器材取扱時の安全管理について理解すること。

の取扱要領など基礎
的な知識・技術を修
得させるための教育 ・実 日 数：１日
訓練を行う ・単位時間数：７時間
各支部の幹部団員 １ 基本的な訓練礼式の要領を習得すること。 現場指揮、訓練礼式

校外教育 （班長以上）又は幹 ２ 現場の指揮要領を理解し、他の団員に対し教育内容の伝達等がで
部昇格予定団員を対 きること。
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教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

象とし、地域におけ
る消防団員の消防力
強化、活性化を図る
ために、消防学校の
教官を派遣し、訓練
礼式など基礎的な知
識・技術を修得させ

るための教育訓練を ・実 日 数：１日

行う。 ・単位時間数：５時間

（３）一般教育

教 科 目

科・課程目 目 的 到 達 目 標

実日数・単位時間数

自衛消防隊員 社会福祉施設に勤 １ 自衛消防隊としての責務を理解する。 救出・救助、応急処置、自衛
教育 務する自衛消防隊員 ２ 自衛消防隊員として、屋内消火栓等の消防用設備を活用した消防 消防隊員の消防活動、消防設

に対して、災害発生 活動要領等を習得する。 備、意見交換
時の人命の保護及び ３ 基礎的な応急救護要領を習得する。
非該当の軽減を図る
ために必要な基礎的
な知識・技術を習得 ・実 日 数：２日
させるための教育訓 ・単位時間数：１２時間
練を行う。

少年消防クラ 県内の少年消防ク １ 各種体験学習を通し、防災に対する意識が向上すること。 応急救護、体験学習、意見交
ブ員教育 ラブ員を対象とし、 ２ 県内各地域の少年消防クラブ員との親交が深まること。 換

応急手当や煙体験等
の各種体験学習によ
る防災意識の向上、
県内各地域の少年消
防クラブ員との親交
を深めることを目的
とし教育した教育訓 ・実 日 数：１日
練訓を行う。 ・単位時間数：５時間

２ 各教育科・課程の体系等（各教育科・課程の教育訓練レベルの考え方）

本校が行う消防職員・団員に対する各教育科・課程の教育訓練のレベルに

ついては、その目標及び教育訓練の内容、カリキュラム等から次のとおりと

する。
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消防団員

指揮幹部科分団指揮課程

校外教育

注 は、基礎教育と専科教育、幹部教育

基礎・業務別教育

ス
テ

ー
ジ

２
ス

テ
ー

ジ
１

幹部教育

は、特別教育等

オフロー
ドバイク
講習

初級幹部科

指揮幹部科現場指揮課程

女性消
防団員
科

消防活動や組
織運営に必要
な専門的知識・
技術を習得し、
組織にとってよ
り実践的な知
識・技術、指導
力を身につける
とともに、役割
に応じた使命感
を高める。

訓練礼式
指導員科

ポンプ操
法指導員
科

消防活動や組
織運営に必要
な基礎的知識・
技術を習得し、
組織の一員とし
て行動する実
践的な知識・技
術、指導力を身
につけるととも
に、役割に応じ
た使命感を認
識する。

警防科 機関科
ラッパ吹
奏科

ドローン
講習

救助用資
器材取扱
技術講習

基礎教育

　　消防職員

基本教育
業務別教育

ス
テ

ー
ジ

２

消防活動や組
織運営に必要
な専門的知識・
技術を習得し、
組織にとってよ
り実践的な知
識・技術、指導
力を身につける
とともに、役割
に応じた使命
感を高める。

ス
テ

ー
ジ

3

救急救命士処置拡
大講習（再教育）
（静脈路確保・ビデ
オ喉頭鏡）

担当業務の専
門性の向上と
伸長を目指し、
担当業務の実
践力を一層高
めるとともに、
部下への指導・
育成ができる
資質・能力を養
う。

通信
指令
科

予防査
察科

火災調査科
救急救命士教育科
（養成補助）

消防活動や組
織運営に必要
な基礎的知識・
技術を習得し、
組織の一員とし
て行動する実
践的な知識・技
術、指導力を身
につけるととも
に、役割に応じ
た使命感を認
識する。

放射線
基礎研
修

惨事スト
レス対
策講習

特殊災害科

幹部教育
警防業務 予防業務 救急業務

新任救急隊長科指揮隊長科

注 は、初任教育と専科教育、幹部教育

は、特別教育

初級幹部
科

機関科

救助科
水難救
助科

はしご
車運用
科

警防科

危険物
科

救急科
救急科
（再教
育）

初任教育

上級職員
科

ス
テ

ー
ジ

１

ポンプ
操法
指導
員科
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Ⅳ 教育訓練体制

１ 教育訓練にかかる消防本部等との連携等

実際に火災等災害現場で消火や救助、救急に携わっている消防職員を必要

に応じて講師として招聘、また、教育訓練に必要な資器材の借り受けなど、

様々な場面において消防長会や各消防本部と連携を保ちながら、教育訓練の

効果を高めていく。

また、災害形態や社会環境の変化を捉え、各消防本部に限らず民間企業の

協力を得た教育訓練や福島県消防学校校友会、福島県消防学校教官連絡協議

会、公益財団法人福島県消防協会との連携を深化させ、さらなる教育訓練の

充実を目指す。

２ 教育体制

(1) 教官数等

本校は、１２０名の入校者の入寮が可能な施設であり、これまでも、同

日日に１００名超の入校生に対して教育訓練を実施している。

本校で行う教育訓練をより充実したものにするため、本校における教官

数は、基本的な教科や規律の教授、各機関等との円滑な調整を行うプロパ

ー教官３名と、原則として現状の消防戦術等の専門的知識・技術を教授す

る派遣教官７名（警防担当３名、予防担当２名、救急担当２名）、そして

一般行政・法学、警防関係、予防関係の講師３名体制で、教育訓練の充実

を図る。

なお、本校教育訓練においては、寮生活が原則であることから、新しい

生活様式の定着など感染症防止対策を講じながら、教育訓練を実施する。

(2) 教官に対する教育

機会を捉え、最新の消防戦術等の知識・技術を習得するための研修等を

はじめ、消防以外の各種研修にも積極的に参加させるなど、教官の教育に

努めていく。


